
鳥取県庁舎耐震補強整備事業について

山下 哲也

鳥取県 総務部 営繕課 （〒６８０-８５７０ 鳥取市市東町1-220）

昭和37年に竣工した鳥取県本庁舎・講堂・議会棟等は、耐震診断の結果、大規模な地震が発生

した場合、大きな損傷を受ける可能性が高いことから耐震補強を行うこととなりました。耐震補強

の工法については、それぞれの建築的特性等を考慮して、本庁舎は免震装置による免震レトロフィ

ット、講堂・議会棟等は、格子型耐震補強ブレースによる耐震補強を行うのでその紹介をします。

１．はじめに

鳥取県庁舎は耐震診断の結果、本庁舎・講堂・議会棟

及び議会棟別館の耐震安全性に問題があり、特に本庁舎

は大規模な地震が発生した場合に、倒壊を含む大規模な

損傷を受ける可能性が高いことが判明しました。

県庁舎が甚大な被害を受けた場合、防災拠点としての

機能確保が懸念されることから、本庁舎・講堂・議会棟

及び議会棟別館の建築的特性や機能的特性を考慮し、そ

れぞれの建物に最適な耐震補強工法を採用し、地震に強

い建物に改修することとなりました。

業者選定にあたっては、実績のある大手建設会社の耐

震補強技術を積極的に活用し、工期短縮・コスト縮減・

責任の一元化を図る為、設計施工一括提案型総合評価一

般競争入札により行いました。

２．建物概要

対象建物は、本庁舎、講堂、議会棟及び議会棟別館で、

講堂と本庁舎は渡り廊下で接続されており、講堂と議会

棟は構造的には一体の建物となっています。

図 1 配置図

表 1 各建物の規模及び構造形式

棟 構造 階数 建築面積 延床面積

本庁舎 RC 造 地下１階、地上７階、塔屋３階 2,223 ㎡ 16,811 ㎡

講堂 RC 造一部 SRC 造 地下１階、地上２階 648 ㎡ 1,369 ㎡

議会棟 RC 造一部 SRC 造 地上３階 1,342 ㎡ 4,069 ㎡

議会棟別館 RC 造 地下１階、地上３階 1,254 ㎡ 4,124 ㎡
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３．耐震診断結果

図 2～図 3 に各建物の耐震診断結果(Is 指標)を示しま

す。

本庁舎の Is 指標は 0.24～0.48、講堂・議会棟の Is 指

標は 0.18～0.71、議会棟別館の Is 指標は 0.53～1.00 で

安全性の目安となる Is=0.66 を下回る結果となり、「地震

の震動及び衝撃に対して、倒壊または崩壊する可能性が

高い」または「可能性がある」と判定されました。

図 2 耐震診断結果（本庁舎）

図 3 耐震診断結果

講堂・議会棟

議会棟別館

４．建物別耐震改修計画

（本庁舎）

・建物を使用しながら、建物全体を基礎下部において免

震化し、所要の耐震安全性を確保します。

・講堂とはエキスパンションを設けて構造を分離します。

・建物周辺に連続山留壁及びドライエリアを設置し、免

震クリアランスを確保します。

・既存建物の基礎下部を掘削し、耐圧盤を構築する。新

設耐圧盤構築によって増加する重量を支持するため、

新設杭を設置します。

・基礎と耐圧盤の間に免震装置（弾性すべり支承・天然

積層ゴム支承：図 4）を設置し、建物に伝わる揺れを

吸収します。

図 4 弾性すべり支承（左）と積層ゴム支承（右）

図 5 本庁舎外観イメージ

図 6 本庁舎の断面図
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図 7 本庁舎免震ピット詳細図

（講堂・議会棟、議会棟別館）

・建物を使用しながら、主に外壁面に耐震補強部材を設

置し、所要の耐震安全性を確保します。

・耐震補強部材はデザイン性を考慮し、日本の伝統意匠

である「なまこ壁」（図 8）をモチーフにしたクロスウ

ォール（格子型ブロック耐震壁）やクロスウォールメ

タル等を用います。

図 8 なまこ壁を用いた県内の建物

図9～図10に議会棟及び議会棟別館の外観イメージ図

を示します。

図 9 議会棟外観イメージ図

図 10 議会棟別館外観イメージ図

５．工事スケジュール

表２は、工事スケジュールを示しています。

工事期間は、準備工事も含めて約 24 ヶ月で、本庁舎

の免震化工事期間中に、講堂・議会棟及び議会棟別館の

耐震補強工事を行います。

また、工事期間中は見学会等を開催し、ＰＲしていく

予定としています。

表 2 工事スケジュール

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
【本庁舎】

仮設工事

既存インフラ設備移設盛替

連絡通路・キャノピー等解体

中庭構台設置

山留（ＳＭＷ）工事

切梁組立

掘削・既存ドライエリア解体

建物下新設杭打設

耐圧盤構築

免震装置据付

新ドライエリア構築

外壁・建具改修

仕上げ・復旧

【講堂】

外壁調査・補修

耐震補強

【議会棟】

外壁調査・補修

耐震補強

【議会棟別館】

外壁調査・補修

耐震補強
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６．本庁舎免震化施工手順

図 11 及び下記に免震化の手順を示します。

手順①：建築物外周に連続山留壁（ＳＭＷ、ＴＲＤ（図

12））を施工して、既存ドライエリアを解体し、

既存建物との間に 2 段の切梁を設置しながら、

既存底盤下約 3ｍ付近まで掘削します。施工中の

耐震性を確保するための水平拘束材を設置しま

す。

手順②：床付面にレベルコンクリートを打設し、次いで

耐圧盤（厚さ 800mm）を打設します。さらに下

部フーチングを構築し、下部フーチングと既存

フーチングの間に仮受ジャッキを設置します。

仮受ジャッキに軸力を導入して、上部構造の荷

重を支持します。

改修前 手順①建物外周を掘削

手順②耐圧盤を設置 手順③既存杭切断

手順④免震装置設置 手順⑤免震化完了

図 11 免震化の施工手順

手順③：既設Ｈ形鋼杭を切断後、下部プレートを設置し、

下部ペデスタルを構築します。

手順④：上部プレートを設置した免震装置を据付け、上

部ペデスタルを構築するとともに、擁壁躯体お

よび新設ドライエリア床躯体を構築します。

手順⑤：建築物の変形を計測しながら仮受けジャッキ、

水平拘束材を順次除荷、撤去し、免震化が完成

します。

ＴＲＤ工法

ＳＭＷ工法

図 12 連続山留壁施工状況

７．おわりに

今回の耐震改修工事により、すでに耐震改修済みの第

二庁舎と合わせ、本庁舎・講堂棟・第二庁舎・議会棟・

議会棟別館全ての庁舎の耐震改修が完了します。

また、免震（本庁舎）・制震（第二庁舎）・耐震（議会

棟他）という３種類の代表的な耐震改修工法を同一敷地

内で見ることができる全国的にも珍しいケースであり、

まさに「災害に強い地域づくり」を目指す本県の象徴的

な施設となります。

現 状（建物断面図）
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① 山留（SMW)施工
② 既存擁壁解体
③ 掘削、切梁架設
④ 水平拘束材架設
⑤ 新設杭造成

手順

２

耐圧盤

フーチング
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① 耐圧盤躯体構築
② 下部フーチング躯体構築
③ 仮受ジャッキ設置
④ 仮受ジャッキ軸力導入
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耐圧盤
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下部
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既設Ｈ鋼杭
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① 既設H鋼杭切断
② 下部プレートセット
③ 下部ペデスタル構築
④ 新設擁壁下部躯体構築
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免震装置

上部ペデスタル

上部プレート
新設擁壁

① 免震装置据付
② 上部ペデスタル構築
③ 新設擁壁中間部構築
④ 新設ドライエリア床躯体構築
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① 仮受ジャッキ除荷～撤去
② 新設ドライエリア壁躯体構築
③ 水平拘束材撤去
④ 擁壁上部はね出しスラブ構築
⑤ 免震化工事完了


